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令和６年度 第１７回人事委員会 会議結果 

 

一 日 時     令和６年１２月１０日（火） 午前１０時から１０時２５分まで 

 

二 場 所     人事委員会委員室（県庁第二庁舎７階） 

 

三 出席者 

１ 人事委員   委 員 長  中 本 久美子 

         委   員  細 田 耕 治 

         委   員  小 松 哲 也 

２ 事務局職員  事 務 局 長  山 本 雅 美  次長兼給与課長  灘 尾 幸 三 

任 用 課 長  尾 田 聡 子  係     長  淺 田 瑞 生 

係   長  山 口 玲 夏  係     長  河 崎 卓 哉 

主   事  小 谷 健 太  主     事  蓮 佛 藍 子 

※事務局職員の委員室への入室は説明者など必要最小限の人数とし、必要に応じ

て執務室から呼び出す形で対応 

３ 傍聴者    なし 

 

四 議 題 

議案第１号 鳥取県職員採用試験（令和７年４月採用予定 民間企業等経験者対象）の採用候補者

の決定について 

議案第２号 人事委員会規則の一部改正について（特地勤務手当に準ずる手当関係） 

議案第３号 解雇予告除外認定について 

報告第１号 鳥取県警察官採用試験（令和７年４月採用予定 警察官Ａ・Ｂ（２回目））の採用候補

者の決定について 

 

五 議 事 

議事について公開又は非公開のどちらとするかについて審議を行い、議案第２号は公開、議案第１

号及び第３号並びに報告第１号は非公開とすることについて全員の合意を得た。 

 

◇議案第１号 

鳥取県職員採用試験（令和７年４月採用予定 民間企業等経験者対象）の採用候補者の決定について、

事務局が説明し、原案のとおり決定した。 

 

◇議案第２号 

人事委員会規則の一部改正（特地勤務手当に準ずる手当関係）について、事務局が説明し、原案のと

おり決定した。 

 

【説 明】 

 以下のとおり規則の一部を改正する。 

 

１ 改正する規則の名称 

特地勤務手当に準ずる手当に関する規則（昭和 46 年鳥取県人事委員会規則第 20 号） 

 

２ 改正の概要 

  規則第２条別表第１に掲げる公署の移転に伴う所要の改正。 
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３ 施行日 

  令和６年１２月１７日 

 

◇議案第３号 

解雇予告除外認定について、事務局が説明し、原案のとおり決定した。 

 

◇報告第１号 

鳥取県警察官採用試験（令和７年４月採用予定 警察官Ａ・Ｂ（２回目））の採用候補者の決定につい

て、事務局が説明した。 

 

六 次回人事委員会の開催 

  令和６年１２月２０日（金）午後３時００分から開催することとした。 

 


